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（別添２－１） 

長野市営健康レクリエーションセンター業務仕様書 

 

この仕様書は、「長野市営健康レクリエーションセンターほか１施設指定管理者募集要

項」に定めのあるほか、長野市営健康レクリエーションセンター（以下「センター」とい

う。）を管理運営するにあたっての業務内容及び条件等について定めるものです。 

この仕様に上乗せして事業計画を提案する場合は、具体的な事業内容・収支見積を提出

してください。 

 

１ 管理運営方針  

指定管理者は、次に掲げる項目に従いセンターの管理運営業務を適正に行ってくださ

い。 

(1) 施設の設置目的を最大限に発揮することを目指し、適切な管理運営に努めること。 

(2) 公の施設としての役割を認識し、公平な管理運営を行うこととし、特定のものに有

利に、あるいは不利になる運営を行わないこと。 

(3) 利用者が安全かつ快適な環境で利用できるよう安全管理の確保を図るとともに、各

種設備の適切な保守点検を行い、適正な維持管理に努めること。  

(4) 多様化する住民ニーズに、より効果的・効率的に対応できるよう、創意工夫のうえ

質の高いサービスの提供に努め、利用者へのサービスの向上を図るとともに、公設民

営施設として長野市の負担が最低限となるよう、民間の経営ノウハウを最大限活用で

きる施設とすること。  

(5) 利用者等の意見・要望を管理運営に反映させること。 

(6) 利用者、地域住民等と良好な関係を維持すること。  

 

２ 施設の概要 

(1) 名称及び所在地 

名 称   長野市営健康レクリエーションセンター 

所在地   （プール棟） 長野市松岡二丁目26番７号 

（屋内運動場）長野市大字大豆島6585番地１ 
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(2) 施設概要   

 

 

(3) 利用時間 （プール）夏季以外の平日：13：00～21：00 

土・日・祝日・夏季（7/1～8/31） 9：00～21：00 

（トレーニングルーム、スタジオ、浴場） 9：00～21:00 

（屋内運動場） 9：00～21:00 

(4) 休館日   なし 

 

３ 指定予定期間 

令和９年４月１日から令和 14年３月 31 日まで（５年間） 

 

概要

プール

・流水プール
・スライダー
・造波プール
・入り江のエリア
・幼児プール
・25ｍプール
・ウォーキングプール

その他
・プール用更衣室
・事務室・ほか

トレーニング
ルーム

スタジオ

・大広間１

・和室４

・厨房
・食堂

３
階

温浴施設

・砂入り人工芝
　　　　ゲートボール　2面
　　又はテニスコート　1面
　　又は壁打ちテニス　1面
　　又はフットサル　　1面

屋内運動場

施設

プ
ー

ル
棟

１
階

２
階

その他

アトリウム
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４ 基本的事項 

(1) 許認可手続き 

① 許認可手続き、施設設置に関する必要な諸手続きは、長野市及び指定管理者が協

力して行うものとします。 

② 施設利用に関する必要な諸手続きは、指定管理者が行うものとします。 

 (2) 必要とされる有資格者について 

   以下の資格者については配置が必要となります。（①、⑩以外は委託によることも可

能です。） 

また、当該業務を委託する場合は、十分な責任能力を持った業者へ委託してください。 

① プール衛生管理者、日本赤十字社水上安全法救助員、又は日本赤十字社救急法救助

員 

② 第１種圧力容器取扱作業責任者 

③ １級・２級ボイラー技士又は講習修了者 

④ 特定化学物質等作業主任者 

⑤ 酸素欠乏、硫化水素危険作業主任者 

⑥ 第３種電気主任技術者 

⑦ 第１種電気工事士又は第２種電気工事士 

⑧ 低圧電気取扱い者 

⑨ 特定化学物質等作業者 

⑩ 防火管理者（長野市リサイクルプラザと共通） 

(3) 井戸水の利用について 

   水源として地下水が利用できます。 

   揚水量の実績は次のとおりです。 

    令和５年度：42,095㎥ 

    令和６年度：41,401㎥ 

 (4) 余熱供給について 

   広域ごみ焼却施設の余熱供給を次の表の範囲で受けることができます。（長野市リサ

イクルプラザ使用分を含む。） 

 

上限熱量を超えた供給量 

令和元年度 1.8ＧＪ      令和４年度 16.3ＧＪ 

令和２年度 16.4ＧＪ      令和５年度 17.6ＧＪ 

令和３年度 10.2ＧＪ      令和６年度 14.8ＧＪ 



4 
 

※冬季間の 22 時から８時までの間は上限値を超えて供給を受ける場合があることが見

込まれます。 

 

焼却施設のメンテナンスなどのため、年間 14日間程度熱源の供給が受けられない期

間が発生します。（時期は９月頃。時期、日数とも変更になる可能性があります。）また、

余熱供給にかかる費用は指定管理者の負担とします。 

なお、余熱供給量及び費用の実績は次のとおりです。 

 

令和元年10月からは１GJあたり346円（税込）で供給を受けています。この金額は変

更となる可能性があります。 

なお、事故等により余熱の提供が受けられなくなった場合の費用負担については、

協議事項とします。 

(5) 指定期間満了に伴う経費の負担責任について 

    指定期間満了後であっても、指定期間に係る公共料金等の債務は、指定管理者が負

うこととします。 

(6) 指定期間終了にあたっての業務、利用者情報等の引継ぎ 

指定管理者は、次期指定管理者が円滑かつ支障なく本施設の業務を遂行できるよ

う、引継を行うものとします。 

 (7) 入退場管理システムのリースについて 

   指定管理者は入退場管理システムをリースで導入してください。（各種券売機、入

退場ゲート、精算機、表示システムなどを含む。） 

   なお、入退場管理システムの内容は提案事項とします。 

また、リースに係る費用は指定管理料に含むものとします。 

(8)トレーニングルームの機器について（指定事業） 

指定管理者はトレーニングマシーンなど、トレーニングルームの機器をリースで導

入してください。（機器の種類は提案事項とします。） 

   なお、リースに係る費用は指定管理料に含むものとします。 
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(９)職員の駐車場について 

  職員等の駐車場が必要な場合は、敷地外へ指定管理者が確保してください。（敷地

外への確保が難しい場合は、市と協議を行うこと。） 

(10)開館時間及び休館日について 

  募集要項12ページ３(2)③イにあるとおり、開館時間及び休館日について、市の承

認を受けて変更することができます。なお、提案については、変更前の条件での提案

に加え、別途作成することとします。 

 

５ 利用料金 

(1) 利用料金の設定 

利用料金は条例に定める額（別添８参照）の範囲内で、指定管理者が長野市の承認

を得て決定することとし、料金の納付方法の詳細については別に定めます。 

なお、申請書の作成に当たっては、基準単価（別添８をご覧ください。）で見積も

ってください。 

また、別添８の範囲内で、基準単価での見積もりに加えて、独自の提案を行うこと

も可能です。 

翌年度の利用料金を前年度に収受することはできません。ただし、定期券、回数券

等、利用期間が当該年度から翌年度に及ぶ場合は、利用者が支払を行った当該年度の

収入に帰属するものとします。 

(2) 利用料金の割引（減免） 

指定管理者は、利用者により長野市営運動場利用割引・無料申込書が提出された場

合、長野市の承認を経た上で、指定管理者が管理する長野市営運動場条例第８条第７

項及び同条例施行規則第７条によるほか、長野市の定める長野市営体育施設使用料の

減免に関する内規により利用料金を割り引き、又は無料とすることができます。 
なお、申込書は、原則として使用日の１月前までに提出するものとします。また、

利用料金については、以下のものが利用する場合、全額免除するものとします。 
① 療育手帳制度要綱（昭和48年９月27日厚生省発児第 156号厚生事務次官通知）に

規定する療育手帳の交付を受けている者並びに必要と認められる引率者及び介護人 

② 身体障害者福祉法（昭和24年法律第 283号）第15条第４号に規定する身体障害 

   者手帳の交付を受けている者並びに必要と認められる引率者及び介護人 

③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第 123号）第45条の規

定する精神障害者保健福祉手帳又は同法第32条に規定する通院医療費の公費負担に

係る患者票の交付を受けている者並びに必要と認められる引率者及び介護人 

④ 児童福祉施設（保育所・児童厚生施設を除く。）、身体障害者更正援護施設、精神

薄弱者援護施設の児童及び入所者並びに必要と認められる引率者及び介護人 

⑤ ①、②、③に定める必要と認められる引率者及び介護人は、概ね１人までとします。 
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⑥ ①、②については、それぞれ窓口に手帳を提示するものとします。なお、当該減

免料金については、指定管理料に含まれるものとします。 

(3) 大豆島地区住民を対象とした利用料金の割引 

  施設周辺対策として大豆島地区に在住する小学校児童及び中学校生徒、小学校児童

に付き添う成人（児童１人につき成人１人）を対象として、プール利用料金から市の

指定する金額を割り引いてください。この割引については長野市の負担とします。令

和７年度の割引額の実績は小・中学生が260円、付き添いの成人が360円です。 

  (4) 夏季（７月１日から８月31日まで）の時間制限について 

   プールの利用料金について、夏季は料金体系が変わります。（別添８参照）具体的

には３時間を超えて利用する場合は超過料金が発生します。入退場システムについて

は、この点を踏まえての選定をお願いします。 

 

６ 業務の内容 

指定管理者は、次の業務（以下「指定管理業務」という。）を行います。 

(1) 施設の管理運営に関する業務 

① 利用の案内及び受付業務 

館内施設（屋内運動場を含む）の案内、利用、予約の受付等を行います。なお、

屋内運動場は、長野市施設案内予約システムを使用して予約・許可等の業務を行っ

てください。 

来館者及び見学者等への応接、電話による問合せへの対応、館内放送、施設利用

許可、利用料金の徴収や、利用料金の減免・還付手続き、各種券の交付等も含まれ

ます。 

利用者に対しては、親切丁寧な対応を心がけるとともに、障害者・高齢者の来場

に際しては必要に応じて介助・案内等を行うこととします。 

また、入退場管理システムの管理業務も行います。 

② 利用者の安全監視・指導業務 

温水プールの監視、トレーニングルーム・スタジオにおける利用者への器具の利

用方法の指導、あるいは館内全体のパトロールを行うことにより、館内の状況把握

や利用者の安全確保を図ります。 

特に、プールの監視においては、安全確保に十分な人数の監視員を置くほか、安

全確保に必要な有資格者を配置することとします。また、安全監視体制を確保する

ための定期的な訓練を行うものとします。 

③ 広報に関する業務 

施設及び事業に関する広報を行うものとします。広報媒体として、インターネッ

トホームページ、施設案内リーフレット等を作成・配布することや、広報ながの等

への記事の掲載を必要に応じて行うなど、常に最新の情報を提供できるようにする



7 
 

こととします。 

④ 遺失物・拾得物の処置・保管業務 

施設内での遺失物・拾得物を発見した場合は、適正に保管・処理することとしま

す。 

⑤ 地域との連携に関する業務 

指定管理者は、近隣住民及び近隣事業者等との良好な関係の維持並びに利用者サ

ービスの向上を目的として、地域及び利用者の意見・要望を把握し、その内容を事

業や施設運営に反映させることとします。 

  ⑥ 駐車場の管理及び違法駐車対策 

    駐車場の整理を行い、混雑の状況により必要に応じて入場制限等の措置を講じて

ください。 

    また、周辺に違法駐車が発生しないよう対策を講じてください。 

  ⑦ 食堂（レストラン）の運営（指定事業） 

    利用者の利便性向上、センターの魅力向上のため、食堂（レストラン）を運営

し、飲食の提供を行ってください。価格、提供するメニューの内容については、提

案事項とします。なお、価格、提供するメニューについては選定後に協議を行い決

定するもので、提案内容がそのまま採用されるわけではありません。 

⑧ 自動販売機の設置（指定事業） 

利用者へのサービスとして、必要に応じて自動販売機を設置してください。 

 (2) 施設・設備の維持管理に関する業務 

    建築基準法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律などの法令に基づ

き、施設の適正管理を行ってください。（想定される主な保守点検等の業務は別添

１を参照のこと） 

① 施設の保守、管理及び修繕業務 

本施設を適切に管理運営するために、日常的に点検を行い、美観を維持するとと

もに、利用者が安全かつ安心して利用できるよう、施設の安全管理・予防保全に努

めることとします。建築物等の不具合を発見した際には、速やかに対処し、長野市

に報告することとします。 

修繕が必要な場合は、１件あたりの見積額が70万円以下については指定管理者が

行い、70万円を超える修繕についは長野市が行うこととします。 

なお、指定管理者が行う修繕に係る経費については、指定管理料に含むものとし

ますので、指定管理期間（５年間）の毎年度の収支予算書に計上してください。 

② 設備機器運転監視業務 

業務にあたっては、機器の取扱説明書等の関係図書を熟読し、機器の特性や性

能、機器間の関連等を充分理解するとともに、安全性へ充分配慮しつつ経済的かつ

効率的に実施することとします。 
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特に、プールの水質管理及び空気調和設備機器の運転操作については、プール監

視業務に係る担当者等と連携を密にし、きめ細かい管理を行うこととします。 

③ 設備機器保守管理業務 

設備機器保守管理業務にあたっては、定期的に点検等を行い、機器を良好な状態

に保持するようにします。 

保守管理業務の中で機器の劣化、異常等を発見した場合は、速やかに長野市に報

告するとともに、軽易な不具合は指定管理者が補修を行うこととします。 

また、設備機器の保守管理状況、補修等については記録し、保存することとしま

す。 

④ 施設保安業務 

閉館後には、館内を巡視し、火気の有無、利用者や不審者の有無を確認すること

とします。その他、開館時間においても電気室、機械室等関係者以外立入禁止場所

における不審者の有無を定期的に確認することとします。 

また、事務室の消防設備に係る受信機盤を監視し、作動時には直ちに対応するこ

ととします。特に、火災発生時には関係機関への通報、消火、排煙、防火に係る機

器類の作動確認及び初期消火活動、利用者等の避難誘導など速やかに必要な対応を

図ることとします。 

その他、地震等の不測の事態及び停電などの業務に支障を及ぼす事態を想定した

訓練、講習会受講及び関連する設備機器の点検整備など定期に行い、これらの災害

等が発生した場合においても適切な対応が図れるよう備えることとします。 

⑤ 備品の購入及び管理 

業務遂行上必要となる備品類（１件３万円以上の物品等）として、別添４（健康レ

クリエーションセンター設置備品一覧）を長野市が配備しています。これら以外に必

要となる備品類は、原則として指定管理者が購入してください。 

これらの備品類及び作業用機械類に係る小規模（70 万円以下）の修繕等について

は、指定管理者の判断により、予算の範囲内で必要に応じて専門業者に依頼し、指定

管理者が早急に対処するものとします。ただし、予算を超える場合又は大規模な修繕

を要する場合にあっては、長野市及び指定管理者が協議し対処することとします。 

  指定管理者の所有する備品をセンターへ持ち込む場合は、長野市の購入備品と容

易に区別がつくように管理することとします。 

業務遂行上必要となる備品類及び作業用機械類で、長野市及び指定管理者双方が

所有していない場合にあっては、指定管理者は予算の範囲内で専門業者から借用し

使用することができます。予算を超える場合にあっては、長野市及び指定管理者が協

議し対処することとします。 

  ⑥ 消耗品の購入及び管理 

消耗品等（１件３万円未満の物品等）の購入は、指定管理者が購入することとしま
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す。ただし、購入数量は必要最小限とし、経費節減に努めてください。 

なお、購入した消耗品を善良な管理をもって使用するものとします。 

⑦ プール施設・浴室の水質管理業務 

「長野市遊泳用プール指導要綱」（別添２－２）及び「公衆浴場における水質基

準等に関する指針」別添２－３）等による水質検査及び水質管理を行うこととしま

す。 

⑧ 施設の警備業務（別添６） 

施設の建物及びこれに付帯する物件について、火災、盗難、ガス漏れ及び不良行

為を防止し、かつ安全を確保するため次の警備業務を行うこととします。 

ａ 盗難事故発見時の拡大防止処置と通報・連絡 

ｂ 敷地内の徘徊者・不審者・潜伏者の発見時における関係先への通報・連絡 

ｃ 火災発見時の初期消火・拡大防止処置と通報・連絡 

ｄ ガス漏れ発見時における関係先への通報・連絡 

ｅ 非常事態発生時の通報・連絡 

ｆ その他必要な業務 

⑨ 施設の清掃業務 

施設及び敷地内の日常清掃及び床、窓ガラス等の定期清掃を行い良好な環境衛生

の維持・保全に努めることとします。 

⑩ 植栽等の維持管理業務（別添７） 

施設の景観を保持するため、敷地内の植栽等の管理（散水、施肥、害虫駆除、剪

定、除草、伐採、草刈、清掃）を適宜行い、適切な緑樹の状態を維持することとし

ます。 

業務の実施にあたっては、施設の利用に影響のないように実施することとしま

す。プール室内の植栽管理も適宜行うこととします。 

⑪ 環境衛生管理業務 

施設利用者が快適に施設を利用できる環境を提供するため、常に施設内及び敷地

内の適切な環境維持に努めることとします。 

⑫ 廃棄物処理業務 

施設から発生する廃棄物の量を抑制するとともに、処理業者による適切な処理の

みならず、適切な分別や回収ルートを構築するなど可能な限り資源化していく取組

みを推進することとします。 

⑬ その他 

長野市が契約した工事の立会いや薬剤等の受入立会い、官公庁検査等の立会い業

務を行うこととします。 

点検記録等の作成、分析を行うこととします。 

関係書類等の整理保管を行うこととします。 
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 (3) 地元との連携 

    指定管理者は、住民自治協議会等から依頼があった場合は、アトリウムの利用の

許可を行うなど、地域との連携を図ってください。 

(4) その他の業務 

① 利用者満足度調査の実施 

指定管理者は、定期的に施設利用者から意見や満足度を聴取するため、意見箱の

設置等を行うこととします。 

② 管理日誌の作成 

指定管理者は、管理日誌を作成し、気温、利用時間、室温、水温、水質検査の結

果、事故の状況等を記録することとします。 

③ モニタリング・評価の方法等 

指定管理者は、指定管理者自身によるセルフモニタリングを行うとともに、長野

市がモニタリング及び評価を実施します。実施方法や提出書類等の詳細については

協定の締結時に定めます。 

④ 文書及び帳簿書類等の提出 

指定管理者は、長野市の要請により、長野市に文書及び帳簿書類等を提出するも

のとします。 

⑤ 各種資料の作成 

指定管理者は、長野市の要請により、各種資料の作成を行うこととします。 

⑥ 報告 

毎月の施設の収入及び利用状況を、翌月の10日までに長野市に報告してくださ

い。 

また、決算見込みを２月中、決算状況（年間利用状況を含む）を年度終了後 30日

以内に報告してください。 

⑦ 長野市の施策への協力 

指定管理者は、長野市の施策・事業等には積極的に協力することとします。ま

た、施策・事業の推進協力等への提案を積極的にお願いします。 

⑧ 関連機関との連絡調整業務 

指定管理者は、業務を推進するにあたり、適宜、長野市及び関係機関との連絡調

整を図ることとします。 

⑨ 業務に関わる研修・会議等への参加 

指定管理者は、長野市から要請があった場合には、研修・会議等へ出席するもの

とします。その費用については指定管理者が負担するものとします。 

⑩ 近隣地域・利用者からの要望への対応 

近隣地域・利用者からの要望に対しては、丁寧に対応し、運営に反映するよう努

めることとします。また、要望の内容、対応の結果について長野市に報告するとと
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もに、必要に応じて要望者に対して回答することとします。 

⑪ 文書等の管理・保存 

指定管理者が指定管理業務に伴い作成し、又は受領する文書等(電子媒体含む)

は、適正に管理・保存することとします。なお、指定期間終了時においての文書等

の帰属については、長野市と協議するものとします。 

 ⑫ 利用券の管理及び利用状況の報告 

回収した利用券は日毎にまとめ、年度ごとに分けて保管してください。 

    なお、この書類は⑦の報告の基礎資料となります。 

⑬ 施設等における事故 

a 指定管理者の責めに帰すべき事由により、長野市又は第三者に損害を与えた場合

には、指定管理者がその損害を賠償するものとします。  

b 施設等において事故（不測の事態を含む）が発生した場合に備えて指定管理者は

あらかじめ事故対応マニュアルを作成するとともに、事故発生時には直ちに長野

市に報告するものとします。  

c 事故発生時に伴う対外的な広報等については長野市と協議しながら行うものとし

ます。 

d 指定管理者は、損害賠償責任保険に加入するものとします。 

⑭ その他前各号に付随する業務 

その他、前各号に付随する業務を行うこととします。 

 

７ 自主事業について 

(1) 基本的事項 

指定管理者は、指定管理者が行わなければならない「６ 業務の内容」に基づく業

務以外に、事前に長野市の承認を得て施設の設置目的に沿った自主事業を行うことが

可能です。 

ただし、行政財産の目的外使用となる場合は、所要の手続きを行う必要がありま

す。 

また、自主事業開催のため、指定管理者は、自らの負担で施設の改修・内装工事を

行うことができます。 

この場合においても、事前に長野市の承認を得る必要があり、原則として、指定管

理終了時に指定管理者の負担により原状に回復することとします。本業務は、第三者

に委託することができますが、実施にあたって生じた費用を含め、すべて指定管理者

の責任において行うこととします。 

(2) 費用負担について 

  ・行政財産目的外使用料：47,000円／㎡・年を参考としてください。（自主事業の内

容により協議事項とします。） 
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  ・光熱水費：子メーターを設置するなどの対応が必要です。 

  ・施設利用料金：有料施設を利用して教室等を開催する場合は、利用料金が必要とな

ります。 

  ・別紙８-１をご確認いただき、記載のない備品については、指定管理者が用意して

ください。 

 

８ 安全対策 

(1) 総則 

指定管理者は各施設において経常的に巡回監視を行い、利用者の安全確保に努める

こととし、以下の業務及びその他必要な措置を行うものとします。 

① 対応マニュアルの作成及び緊急時連絡体制の構築 

② 避難訓練の実施 

③ 放送設備、無線機、電話等の動作確認 

④ 非常消防設備及び、消火器の点検 

⑤ 非常口の確認 

⑥ 搬送先医療機関の確保と連携 

(2) 利用者の安全確保 

利用者の安全確保には、常に万全を期し、万一非常事態（地震・火災等）が発生した

ときは、対応マニュアルに従い、第一に入場者の安全を確保するとともに、速やかに警

察・消防等の関係機関及び長野市に通報連絡を行い、早急な事態の収拾を図ること。 

(3) 安全点検 

電気及び設備の保守及び定期点検等（法定点検を含む）の安全点検は、専門的知識を

有する者あるいは関係法令に定める者により定期的に行うものとし、利用者の安全を

期すること。 

 (4) 医薬品等の所持 

指定管理者は、利用者のケガ等に対処するため、救急医薬品を所持し、善良な管理を

もって使用するものとします。 

また、ケガ人等処置台帳を作成し、対処した場合にあっては、台帳に氏名、住所、年

齢、症状、ケガをした場所等を記入し、保管することとし、一定レベル以上の事故等に

ついては長野市に報告してください。 

 

９ 利用者対応 

(1) 入場の制限 

条例第６条第３項に該当する場合及び運営要領並びにこの仕様書に定められた制限

事項に違反する者に対しては施設の利用を拒み、また退場を命ずることとします。 

 (2) 入退場管理システムにより入場者数の適正管理を行い、安全性の確保のため必要が
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あると判断された場合は、入場を制限し、受付を行わないこととします。 

   なお、入場者数の上限の目安は、1,000 人（ロッカー数と同等。男子 500、女子 500）

です。 

   入場の制限を行う場合は、利用者が制限の状況を把握できるよう、ホームページなど

により周知を図るとともに、トラブル回避に努めてください。 

 (3) 利用許可の取消し 

条例第７条に該当する場合及び運営要領に定められた事項に該当する場合は利用の

許可を取り消し、利用の停止を命じ、又は許可の条件を変更することができるものとし

ます。 

 

10 経費の取扱い 

(1) 燃料の購入及び管理 

燃料は、指定管理者が購入するものとします。 

指定管理者は購入した燃料を善良な管理をもって使用してください。 

なお、燃料の取り扱いに際し、取扱者が必要なものは、指定管理者がその資格等を取

得するものとし、取得にかかる費用は指定管理者が負担するものとします。 

(2) 食糧費 

指定管理者は必要最小限の食糧費を持つことができるものとします。 

(3) パンフレット及び回数券等の印刷 

指定管理者は、パンフレット及び通年券・回数券等の作成及び印刷をしてください。 

新規パンフレット作成にあたっては、長野市の承認を得た上で指定管理者が作成す

るものとします。 

指定管理者は、パンフレット等を善良な管理をもって使用するものとします。 

 (4) 光熱水費 

光熱水費は、指定管理者が支払うものとします。 

指定管理者は次に定める使用量を常に把握し、善良な管理をもって使用してくださ

い。 

① 電気使用量 

② 上下水道使用量 

③ 灯油使用量 

④ 都市ガス使用量 

⑤ 余熱供給量 

なお、漏電、漏水等の早期発見に努め、万一発見した時には長野市と協議のうえ対処

するものとします。 

また、電気については、低額事業者へ切り替えるなど、経費の節減に努めてください。 

 (5) 施設の維持修繕等 
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設備等に修繕を要すると判断したとき又は保守点検等で専門業者から指摘を受けた

場合は、早急に長野市に報告し、指定管理者自身によって修繕若しくは予算の範囲内で

必要に応じ専門業者に依頼し、早急に対処するものとします。 

また、予算の範囲を超えるとき、または大規模な修繕等を要するときには、双方協議

し対処するものとします。 

 (6) 通信運搬費 

事務連絡用及び緊急連絡用として、次に定めるものを所有することができます。 

①電話機 

②ＦＡＸ 

③切手 

④その他必要と認めるもの 

 (7) 広告料 

指定管理者は必要に応じ新聞等に広告をすることができます。 

 (8) 手数料 

次に定める事項を専門業者に委託することができます。 

なお、新規に発生したものは、予め市と協議を行い、必要があると認められたものは

追加できるものとします。 

①簡易水道水検査 

 (9)使用料及び賃借料 

指定管理者は、使用機器に係る使用料等を支払うものとします。 

なお、新規に発生したものは、予め市と協議を行い、必要があると認められたものは

追加できるものとします。 

①テレビ受信料 

②電話使用料 

③コピー機賃借料 

④券売機賃借料 

⑤ＡＥＤ賃借料 

⑥入退場管理システムリース料 

⑦トレーニングルーム機器リース料 

⑧その他指定管理者が必要に応じて使用するものの使用料 

(10)損害保険料 

指定管理者は万一の場合に備え、必要に応じ保険を掛け損害等に対応するものとし

ます。 

なお、必要に応じ下記の保険を掛けるものとします。 

①自動車任意保険 

②入場者保険 
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③施設賠償責任保険 

④その他、長野市が特に必要と認めたもの 

 (11)負担金補助及び交付金 

管理運営に必要な負担金等は、必要に応じ指定管理者が支払うものとします。 

(12)資格等の受講及び視察 

センターの安全運営に必要な資格等を取得するための講習を受講できるものとしま

す。先進地等を視察し、施設運営の技術的または経済的に優れた代替方法、その他改良

事項等の発見に努め、常にセンターの運営に万全を期するものとします。 

①危険物取扱者 

②防火管理者 

③その他、業務に必要な資格で、長野市が必要と認めたもの 

 

11 守秘義務 

指定管理者は、管理業務の遂行にあたり知り得た秘密を外部に漏らし、又は当該業務以

外の目的で使用することはできません。また、長野市は、必要に応じて、指定管理者が実

施する情報セキュリティ対策に関して確認を行うことがあります。また、指定期間終了後

も同様とします。 

 

12 個人情報の保護 

「個人情報の保護に関する法律（平成17年４月１日施行）」の施行に伴い、指定管理

者は指定管理業務を行うにあたって個人情報を取扱う場合は、その取扱いには十分留意

し、情報の漏洩、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理に努め、個人情報

を保護するために、施設従事者等に対して研修を行う等必要な措置を講じることとしま

す。 

 

13 情報の公開 

指定管理者が指定管理業務を行うにあたり作成し、又は取得した文書等については、

長野市情報公開条例に準じ適正な情報公開に努めることとします。 

 

14 環境への配慮 

指定管理者は、次のような環境に配慮した指定管理業務の実施に努めるものとしま

す。 

(1) 環境に配慮した商品・サービスの購入を推進し、また、廃棄にあたっては資源の有

効活用や適正処理を図ること。  

(2) 電気・ガス・ガソリン等のエネルギー使用量の削減に向けた目標を設定し取組を推

進すること。 
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(3) 薬剤の使用及び保管・管理を適正に行い、環境や人に影響を及ぼす事故を防止する

こと。 

(4) 施設の利用者等に対して環境の保全及びリサイクルに関する情報提供に努めるとと

もに、業務に関わる者に対する教育及び学習を推進すること。 

(5) 廃棄物等については、施設から発生する廃棄物の量を抑制するとともに、処理業者

による適切な処理のみならず、適切な分別や回収ルートを構築するなど可能な限り資

源化していく取組を推進すること。 

(6) その他、長野市が推進する環境施策等に協力すること。 

 

15 業務の再委託 

(1) 募集要項に記載があるとおり、業務の一部を委託する場合は、事業計画書に明示し

てください。また、全業務を一括して他の事業者に再委託することはできません。 

(2) 次に掲げる業務は、第三者に委託することを禁止します。 

 ①利用料徴収業務 

(3) 管理業務の一部を第三者に実施させるときは、すべて指定管理者の責任と費用にお

いて行ってください。 

(4) 管理業務に関して委託又は請け負わせた者（以下「請負者」という。）の責に帰す

べき事由により生じた損害、損失又は増加費用については、指定管理者は請負者と共

同して負担してください。 

(5) 管理業務の実施に際し、物品の購入若しくは業務の一部を第三者に委託し、又は請

け負わせる場合は、可能な限り、長野市内に事務所を有する事業者・団体を対象とし

てください。 

 

16 災害時の施設使用 

災害時等において、長野市が緊急に住民の生命・身体・財産を保護するため、本施設

を使用する必要の有る場合は、長野市の指示により管理を行うものとします。  

 

17 長野市からの改善勧告等 

指定管理者の業務が、長野市が示した実施条件等を満たしていないときは、指定管理

者に対して業務の是正、改善を指示するものとします。 

指定管理者は、長野市から改善勧告等がなされた場合には、誠実に対応することとし

ます。 

万が一、指定管理者が指示に従わないとき、又は当該指定管理者による管理を継続す

ることが適当でないと認めるときは、指定を取消し、管理業務の全部又は一部の停止を

命ずることができるものとします。 

また、この場合においては、停止の命令によりサービスが停滞することのないよう、
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指定管理者が別途措置を講ずることとします。 

 

18 関係法令の遵守 

(1) 地方自治法 

(2) 指定管理者が管理する長野市営運動場条例及び施行規則 

(3) 個人情報の保護に関する法律 

(4) 長野市個人情報保護条例 

(5) 長野市情報公開条例 

(6) 労働基準法 

(7) 最低賃金法 

(8) 労働安全衛生法 

(9) 消防法 

(10) その他関係法令 

(11) 長野市営体育施設使用料の減免に関する内規 


